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○京丹後市市民遺産制度実施要綱 

令和６年１月４日 

教育委員会告示第２号 

（目的） 

第１条 この告示は、本市において市民が後世に語り継ぐ歴史文化を京丹後市市民遺産（以

下「市民遺産」という。）として認定することにより、市民が地域に対し誇りと愛着をも

つとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「市民遺産」とは、京丹後市内に所在する地域の歴史や文化に

関連し、市民が将来の世代に引き継いでいくために自主的に保存及び活用を行っているも

ので、教育委員会が認定するものをいう。 

（市民遺産の要件等） 

第３条 市民遺産は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 

(1) 次のいずれかに該当するもの 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）により、指定、登録、選択又は選定を

受けた文化財 

イ 京都府文化財保護条例（昭和５６年京都府条例第２７号）により、指定、登録又は

選定を受けた文化財 

ウ 京都府文化財保護条例第５３条の規定により決定された文化財環境保全地区 

エ 京丹後市文化財保護条例（平成１６年京丹後市条例第１２１号）により、指定を受

けた文化財 

(2) 地域の歴史や文化を象徴しているもの 

(3) 地域の生活文化の特色を示しているもの 

(4) 地域の伝統行事として親しまれているもの 

２ 市民遺産として認定する基準は、教育委員会が別に定めるものとする。 

（認定申請） 

第４条 市民遺産に推薦しようとする者（以下「推薦者」という。）は、認定申請書（別記

様式第１号）に教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければな

らない。 

（認定） 

第５条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、第９条に規定する京丹後市
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市民遺産会議の審議を経て、認定の可否を決定するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定をしたときは認定通知書（別記様式第２号）によ

り、認定をしないこととしたときは不認定通知書（別記様式第３号）により推薦者及び所

有者（以下「所有者等」という。）に通知するものとする。 

（認定内容の変更） 

第６条 認定を受けた市民遺産の所有者等は、第４条の規定による申請の内容に変更があっ

たときは、認定内容変更届（別記様式第４号）により、速やかに教育委員会に届けなけれ

ばならない。 

（認定後の状況報告） 

第７条 認定を受けた市民遺産の所有者等は、当該市民遺産の保存及び活用の状況につい

て、状況報告書（別記様式第５号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の状況報告書の提出は、認定を受けた日の属する年度の２箇年度後の末日に行うも

のとする。 

３ 第１項の状況報告書の提出は、市民遺産の認定を受けている間は、２箇年度ごとに行う

ものとする。 

（認定の解除） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民遺産の認定を取り消す

ことができる。 

(1) 第３条各号の規定に該当しなくなったと認められるとき 

(2) 所有者等から認定の取り消しの申し出があったとき 

(3) その他教育委員会が取り消すことが適当と認めたとき 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書（別記様式

第６号）により、所有者等に通知しなければならない。 

（市民遺産会議） 

第９条 市民遺産の認定にかかる審議をするため、京丹後市市民遺産会議（以下「市民遺産

会議」という。）を設置する。 

（市民遺産会議の所掌事務） 

第１０条 市民遺産会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市民遺産の認定の基準に関する事項 

(2) 市民遺産の認定及び認定解除に関する事項 

(3) 認定をした市民遺産の保存及び活用に係る協議に関する事項 
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(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項 

（市民遺産会議の組織） 

第１１条 市民遺産会議は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のほか、教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員

会が委嘱する。 

（市民遺産会議の委員の任期） 

第１２条 委員の任期は、２年とする。 

２ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（市民遺産会議の会長及び副会長） 

第１３条 市民遺産会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。 

３ 会長は、会務を総理し、市民遺産会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（市民遺産会議の会議） 

第１４条 市民遺産会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数以上をもって決し、可否同数のときは、会長が決する

ところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

（市民遺産会議の庶務） 

第１５条 市民遺産会議の庶務は、教育委員会事務局文化財保存活用課において処理する。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、市民遺産会議の運営に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年１月４日から施行する。ただし、第４条から第８条までの規定

は、令和６年４月１日から施行する。 
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（最初の市民遺産会議の招集） 

２ 第１１条第２項に規定する委員をもって組織される市民遺産会議の最初の会議は、第１

４条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 

別記様式第６号（第８条関係） 

 


